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「新型インフルエンザ対策行動計画」の改定等について

（新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議）

新型インフルエンザ対策ガイドライン（策定）

最新の科学的知見、諸外国の状況、国会等での議論、関係省庁や新型インフルエンザ専門家会議

 での検討を踏まえ、
①

 

「新型インフルエンザ対策行動計画」を全面改定
②

 

既存の各種指針等の内容を全面的に見直すとともに、整理・体系化し、「新型インフルエンザ対策

ガイドライン」を新たに策定

新型インフルエンザ対策行動計画（改定）

○発生の段階ごとに、対策の考え方、関係省庁の対応、

 
省庁間の連携・協力等の方針を明記。

※主な改定内容

【目的の明確化】
①

 

感染拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限
にとどめること、

②

 

社会・経済を破綻に至らせないこと

【新たな「段階」の設定】
従来のＷＨＯによるフェーズに変え、我が国における

 
対策の転換点の時期を示す５段階を新たに設定

【社会・経済機能の維持】
社会・経済機能の破綻を防止するための取組を強化

○各種対策について、取組の内容や方法、国、自治体、

 
企業、家庭、地域等の役割分担等を具体的に示し、

 
国民各層での取組を促すための指針とする。

・水際対策
・検疫体制の整備
・国内での感染拡大防止対策
・医療提供体制の整備
・抗インフルエンザウイルス薬の流通・使用
・ワクチン接種の進め方（※検討中）
・企業・職場での取組
・個人、家庭及び地域での取組
・リスクコミュニケーション
・埋火葬対策
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新型インフルエンザ対策行動計画（改定後）の概要

○感染拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最

 
小限にとどめる。

○社会・経済を破綻に至らせない。

○罹患率

 

全人口の約25％
○医療機関受診患者数

 

1,300万人～2,500万人
○死亡者数17万人～64万人
○従業員の欠勤最大40％程度

【未発生期】

 

→

 

発生に備えた準備

・行政機関・事業者における事業継続計画策定
・感染防止等のリスクコミュニケーションの実施
・医療提供体制の整備
・抗インフルエンザウイルス薬及びプレパンデミック

 
ワクチンの備蓄

【海外発生期】

 

→ ウイルスの侵入防止・在外邦人支援

・総理・全閣僚からなる「新型インフルエンザ対策本部」設置
・検疫の集約化、停留等の開始
・国民（在外邦人を含む。）への情報提供の強化
・医療従事者等へのプレパンデミックワクチンの接種開始
・パンデミックワクチンの製造開始

【国内発生早期】 →感染拡大防止

・感染者の感染症指定医療機関等へ

 
の入院措置

・学校の臨時休業、不要不急の集会

 
等の自粛要請

・事業者に対する不要不急の業務の

 
縮小要請

【感染拡大期、まん延期、回復期】

→

 

健康被害最小化、社会・経済機能の維持

・パンデミックワクチンが製造され次第、接種開始
・社会的弱者への支援
・まん延期には、原則として、全ての医療機関で

 
重症者を受入れ。軽症者は自宅療養

【小康期】

→

 

第二波への備え

・対策の評価
・資器材、医薬品の

 
再配備

主たる目的 流行規模・被害想定

発生段階ごとの主要な取組

○行動計画に基づき、関係省庁が連携・協力し、発生段階に応じた総合的な対策を推進。


